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台湾商標登録出願における優先権主張について 

 

今般、台湾特許庁（経済部知的財産局）の２００５年７月１日付公告により、商標登録出願において

は、２００５年７月１日より複数の優先権主張が認められることとなりました。 

従って、複数の優先権を主張する場合は、各分類における指定の商品又は役務名称の前に優先権

日及び第１次出願国の国名を記載しなければなりません。また、同一分類において２つ以上の優先権

を主張する場合は、それぞれの優先権に係る指定の商品又は役務名称を区別して記載する必要があ

ります。 

なお、複数の優先権主張の享有については、既に複数の優先権を伴い出願し現在審査が未確定の

登録出願についても適用されます。 
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